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1。 は じ め に

一般 に投資意 思決定 において投資総額 を算 出す る場合 には,資 金調達 コス

トを も含 めた全 ての費用 を考慮 す るこ とが求 め られ る。将来 の使用 のため に

投下 され る資本 と,そ の調達 に伴 って生 じる財務費 用 とを資産 に計上 す る こ

とによって,営 業活動 か ら得 られ る利益 を正 し く把握す る ことが期待 され る

か らで あ る。 そ こで,こ の よ うな財務費 用 を資産計上 して次期以 降 に繰 り延

べ るた めの会計上 の措置 が建設 中利 子 であ る。

ところで,設 備投資 の資金 源泉 は自己資本 と他人資本 とに大別 され る。 そ

こで,建 設 中利子 もその源泉別 に 自己資本利子 と他人 資本利 子 とに区分 され

る。 この うち,他 人 資本利子 について は,一 定 要件 を満た した もの について

資産 の取 得価額 を構 成す る と規定 され る ことが少 な くない。資金源泉 が契約
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に基 づ く確定債務 で,利 子の測定が容 易 だか らであ る。 これ に対 して,自 己

資本利子 の計上 は未 実現利 益の計上 を伴 うために,多 くの場 合,そ の計上 に

は消極的 であ る。

だが,ア メ リカの公益事業 において は,将 来 にお ける料金転嫁 の確 実性 を

前提 として,一 定 の条件下 で建設 中の設備 に対 す る自己資本利子 の資産化 が

認 め られて いる。 しか も,こ の 自己資本利子 の資産化が,後 述 の如 く,原 子

力発電 プ ラン トの建設 原価 高騰 に結 びつ くこ とになった。

そ こで本稿 で は,建 設 中利子計 上 に係 る会 計規定並 びに会計処理 の方法等

を検 討 し,自 己資本利子 に係 る問題 点 を明 らか にす る とともに,ア メ リカの

電力産 業への影響 を分析 す る。更 に,自 己資本利子 に係 る問題 を解決 す るた

め に,自 己資本利 子の資産計 上 に伴 う貸方科 目を引 当金 もし くは処分不能 な

剰余金 の増加 として取 り扱 うべ きで ある とい う会計上 の処方 を提示 したい と

思 う。

II.建 設中利子 に関 す る会計規定

II-1.ア メ リ カ に お け る規 定

周 知 の 通 りア メ リカ に お け る___..般企 業 で は,特 定 の 資 産 購 入 等 に 要 す る利

子 費 用 に つ い て 財 務 会 計 基 準 書(StatementofFinancialAccounting

Statement,SFAS)34号 「利 子 費 用 の 資 産 化(CapitalizationofInterest

1}

Cost)」(1979.10)に 従 っ た 資 産 化 が 要 求 さ れ て い る。

公 益 事 業 で は,SFAS34号 に代 え てSFAS71号 「あ る種 の 規 制 の 効 果 を 反

映 す る 会 計 処 理(AccountingfortheEffectsofCertainTypesofRegula-

tion)」(1982.12)が 適 用 さ れ,料 金 算 定 上 考 慮 さ れ た 利 子 の 資 産 化 が 会 計

報 告 上 も求 め られ て い る。

SFAS71号 は 「15節 建 設 中 利 子(AllowanceforFundsUsedDuring

Construction,AFUDC)」 で 利 子 の 資 産 化 に つ い て 次 の よ う に 規 定 し て い る
。
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「規制 当局 は公益事 業会社 に対 し,設 備原価 の一部 として調 達資 金 コス ト

の資産 計上 を求 め るこ とがあ る。 その場 合 には,負 債利子 と自己資本利 子 と

が資産 化 され,当 期利益 は同額 だ け増加 す る。設備 の建設完 了後 は資産化 さ

れ た利子が減価償却費 に含 め られ て料金算定 の基礎 とな る。 この ように料 金

算定上 資産 化 の対 象 とな った利 子 はSFAS34号 の規 定 にかか わ らず財務 報

告上 も資産化 が求め られ る。損益計算書上 は資産化 の基礎 になった こ とが明

らか にな る ようsそ の他 の収益 ・支 払利 息 の控 除項 目(も し くは これ ら双

方)へ の表 示が求 め られ る。」

この よ うにSFAS71号 が15節 で利 子資 産化 を許 容 す る根拠 につ いて は期

間損益計 算 の適正 化 の観 点 か らの指摘 が あ る。 す なわ ち,Forbes誌 に よれ

ば,建 設中 の設備 に対 す る投資支 出 はあ くまで も将 来 に備 えるための もので

あ り,従 って,投 資 に伴 って発生 す る財務 費用 は現在 のサー ビス提供 に対 応
2)

す る費 用 と して は認 識 され るべ きで は な い,と 指 摘 され て い る。 従 って,こ

の 時 点 で は設 備 稼 働 後 に は当該 建 設 中 利 子 が 料 金 算 定 に反映 され,価 格 に転

嫁 され る こ とが 当然 に予 定 され て いた 。

しか しな が ら,後 述 の通 り,原 子 力 発 電 所 建 設 が途 中 で 中 止 され るケ ー ス

や 投 資 額 を料 金 に転 嫁 出来 な くな るケ ー ス が相 次 ぎ,建 設 中利 子 計 上 の前 提

が大 き く崩 れ る こ とに な っ た。 そ の た めs財 務 会 計 審 議 会(FASB)は そ の

後SFAS71号 を改 正 し,SFAS90号 を公 表 した。SFAS90号 「規 制 産 業 に お

け る プ ラ ン ト廃 棄 と料 金 原 価 へ の 不 算 入 に 伴 う 会 計 処 理(Regulated

Enterprises-AccountingforAbandonmentsandDisallowancesofPlant

Costs)」(1986.12)は,SFAS71号 に基 づ くAFUDCの 計 上 は料 金 算 定 時

に これ を含 め る こ とが 確 実 な(probable)場 合 に 限 る とい う制 限 を付 加 し

た の で あ る。従 って,例 え ば発 電 所 の廃 棄 が決 定 され た場 合 に は,そ の 時 点

で建 設 中利 子 の計 上 が 中 止 され る こ とにな る。
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ll-2.わ が 国に おけ る規定

ここで,ア メ リカ との比較 のため に,わ が国 にお ける建設 中利子 の取扱 い

につ いてふれ てお こう。わが 国では一般 の事業会社が 固定資産 を取得 す る場

3)

合 には,自 家建 設 に限 って建 設 中利子 の資産計上 が認 め られてい る。 これ に

対 し,公 益事業 で は建 設 のた めに充 当 した借入金 に係 る利息 の うち,稼 働前

の もの について建設 原価 に算入す る ことが 出来 る と規定 され るこ とが多 い。

例 えば,電 気事業会計規則第8条 は建 設 中利 子 を以下 の ように規定 す る。

「電気 事業固定資産 の建設 のた めに充 当 した資金 また は使途 を特定 して借

り入れ た資金 の利子 で当該資産 の使用 開始前 に属 す る ものは,そ の金額 を当

該 資産 の建 設価額 に算入 しな ければな らない。ただ し,建 設費 が少額 で ある

場合 また は工事期間が短 い場合 は,こ の限 りでない。

2前 項本 文の規 定 に よって使 途 を特定 して借 り入 れた資金 の利子 の金額

を当該資産 の建設価額 に算入す る場合 において,当 該資金 に係 る受取利息 が

あ る ときは,当 該 資産 の使 用開始 前 に属 す るその金額 を当該資産 の建設費 か

ら控除 しな けれ ばな らない。」

また,同 様 の規定 は鉄道事業会計規則第10条 に も見 られ る。

「運輸 開始 前,鉄 道事業 の用 に供 す るた めに建 設工事 に よ り取 得 した固定

資産 にっ いては,当 該資産 の建設 に充 当 した借入 資金 の利 息で当該資産 の使

用開始 前 に生 じた ものは,当 該資産 の建設価額 に算入 す る ことがで きる。

2運 輸 開始後,鉄 道事業 の用 に供 す るた めに次 に掲 げ る建設工事 に よ り

取得 した固定資産 につ いては,当 該資産 の建 設 に充 当 した借入資金 の利 息 で

当該資産 の使用 開始前 に生 じた もの は,当 該 資産 の建 設価額 に算入す る こと

がで きる。

一 変電所
,車 庫,工 場又 は停車場 の新設工事

二 複線(三 線以上 を含 む)工 事

三 電化 又 は昇圧 の工事

四 軌 問拡 張又 は線路 移設 の工事
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五 地表線 を高架線 又 は地下線 に変更 す る工事

六 前各号 の工 事 に準ず る大規模 な工事

3前 二項 の規 定 に よ り借入金 の利 息 を当該 資産 の建設価額 に算入 す る場

合 において,当 該資金 に係 る受取利 息が ある ときは,当 該資産 の使 用開始前

に生 じた受取利息 に相 当す る金額 を当該 資産 の建設価額 か ら控 除 しなけれ ば

な らない。」

この ように,電 気事 業の場 合 には借入利子 の資産計上 が強制 され,鉄 道事

業 で は任意 で ある とい う相違 はあ る ものの,わ が国の主た る公益事業規制 に

おいて は,建 設 中利 子が他人資本利子 に限定 されて いる こ とが理解 され る。

日米の公 益事業規制 において 自己資本 利子 の取扱 いが この ように相違 す る

原因 は様 々想定 され るが,そ の一 つ として,エ ネル ギー政策上 の理 由が指摘

され る。
の

す なわち,ア メ リカで は経済成長 に比 して電力 の供給 が不足 しが ちで,未

実現利益 の計上 を容認 す るこ とに よって公益事業経 営者 に投資 のイ ンセ ンテ

ィブを与 える政策が容認 され た。 そのため,電 力会 社 の経営者側 に も,発 電

設備 の建 設 を積極的 に行 いつつ,建 設期 間中 は未実現利益 を計上 してお き,

発電設備が稼働 を始 めた時点 で設備 のコス トを料金原価 に反映 させ,料 金値
5)

上 げ申請 を行 えばよい とい う期待が あった。 なぜな らば,か か る未実現利益

の容認 によって電力 経営者 は発電所 の建設 を実施 しなが らも利益 を計上 す る

ことが出来,な おかつ,料 金 への投資 原価 の反映 は完成時 まで先送 りす る こ

とがで きたか らであ る。

これ に対 してわが国の場合 には,投 資 のイ ンセ ンテ ィブは利益計 上策 よ り

も,借 入資金調達 のた めの優 遇策 の方が効 果が大 き く,そ のた め,他 人資本

利子 に限定 した建設 中利 子が規定 され た と推測 され る。
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田.建 設中利子の会計処理 と表示並びに問題点

以 下で はアメ リカにお ける建設 中利子(AFUDC)に 限定 して議論 を進 め

よ う。建設 中利子 は,基 本 的 には,建 設 に要 す る投資額 に平均資本 コス トを

乗 じた金額 を算 出 し,こ れ を資産化(す なわ ち建設仮勘定 に加算)す ると と

もに建設 中利子(AFUDC)に 同一金額 を貸 方記入 す る こ とによって求 め ら

れ る。

ところで,設 備投資 は他人資本及 び 自己資本(も し くはそのいずれか)に

よって資金調達 され る。

他人資本 を用 いた設備投 資 には,短 期借 入金 ・長期借入金 ・社債等 に よる

資金調達が例示 され る。 その特徴 は,契 約 に よって利 息 の支払及 び債務 の返

済義務 が確定 され てい る点 であ る。

これ に対 し,自 己資本 を用 いた設備投資 には,普 通株式 や優先株式 による

増資 ・留保利益 の使 用が例 示 され る。 この場合 には資金 の返済義務 が確定 し

てお らず,投 資 の見返 りで ある配 当 も,原 則 として利 益が計上 され た場合 に

の み実施 すれ ば よい こ とが特徴 であ る。

企業会 計上 は,か かる資金調達源泉 ご との性格 の違 い を反映 して,他 人 資

本 に対 して支払 われ る利 子支出 については一般 に費用処理 され るが,自 己資

本 に対 して支払 われ る配 当支 出 につ いては費用 としては扱わず,剰 余金 の処

分項 目 として期 間利 益(NetIncome)算 出後 に計上 され る。 この よ うに,

制度会計上 は資金 の調達源泉 に よって資本 コス トの取扱 いが相違 して いる。

さて,投 資理論 か らは資金調達源泉 の如何 にかかわ らず,投 資 には一定 の

資金調達 コス トが認識 され る。 そ こで,投 資額 全体 をべ 一ス として計算 され

る建 設中利子 の概 念 は,投 資理論 か ら当然 に導かれ る もので あるが,会 計実

践 の上 で は様 々 な問題 を提起 す る ことにな る。 ここで は二点 に絞 って問題 点

を指摘 しよう。
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そ の第 一 は建 設 中利 子 の計 上 に伴 っ て生 ず る貸 方 科 目の属性 につ い て で あ

り,第 二 は建 設 中利 子 の計 上 方 法 並 び に計 上 金 額 に つ い て で あ る。

第 一 の 問題 点 は,建 設 中利 子 の貸 方 科 目が 収 益 の属 性 を持 つ勘 定 として設

定 され る こ とに あ る。 建 設 中利 子 の仕 訳 は,借 方項 目 に は資産 に属 す る建 設

仮 勘 定(ConstructionWorkInProgress)を,貸 方項 目 に は収 益 に属 す る

建 設 中利 子 勘 定(AFUDC)を そ れ ぞ れ 用 い て行 わ れ る。 そ して,仕 訳 の貸

方項 目 と して記 入 さ れ る建 設 中利 子=勘定 は,損 益 計 算 書 上,「 そ の他 の 収 益

(OtherIncome)」 の項 目の 中 にAFUDC(AllowanceforFundsUsedDur-

ingConstruction)の タ イ トル で 表 示 され て きた 。

1977年 の連 邦 電 力 委 員 会(FederalPowerCommission)の 決 定 に よ り,

建 設 中利 子 は 自己 資 本 利 子 と他 人 資 本 利 子 とに区別 され る こ とに な った 。 そ

のた め,現 在 で は他 人 資 本 利 子 に対 応 す る建 設 中利 子 は負債 の 控 除項 目 と し

て の属 性 を持 つ に至 って い る。 従 って,表1に 掲 げ る損 益計 算 書 の例 示 で は,

自己 資 本 利 子 は17行 目,他 人 資本 利 子 は22行 目 に それ ぞ れ表 示 され る。

他 人 資 本 に対 す る利 子 は支 払利 息 か ら控 除 す る形 式 に よっ て 「建 設 中利 子

一他 人 資本 利 子 一(Allowanceforfundsusedduringconstructionon

borrowedfund)」 の タイ トル で 表 示 され る。 自己 資本 に対 す る利 子 は 「建

設 中 利 子 一 自己 資 本 利 子 一(Allowanceforfundsusedduringconstruction

onequityfund)」 として営 業 外 収 益(otherincome)に 計 上 され る。

この よ うに現 行 の会 計 基 準 に従 え ば,建 設 中利 子 は,他 人 資本 利 子 につ い

て は支 払 利 息 の マ イ ナ ス項 目 と して機 能 し,自 己 資 本利 子 につ い て は収 益 の

計 上 と して機 能 す る。 自己 資本 利 子 は以 上 の よ うに収 益 とされ るが,こ の収

益 は固定 資産 を仕 訳 の相 手 科 目 とす る こ とか ら も理 解 され る よ うに,現 金 も

し くは現 金 等価 物 が 回収 され る こ とを収 益 計 上 の要 件 の一 つ とす る実 現概 念

に は合 致 しな い。 つ ま り,端 的 に言 え ば,本 来,自 己資 本 利 子 は配 当 と相 殺

され るべ きな の に,当 期 利 益 表 示 前 の損 益 計 算 書 に は相 殺 す べ き相 手 科 目が

存 在 しな い た め に,未 現 実 の収 益(noncashcredit)が 計 上 され て し ま うの
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で あ る。 こ こで,自 己資 本 利 子 の収 益 計 上 に は,資 金 の流 入 が伴 わ な い点 が

特 に強 調 され な けれ ば な らな い。

次 に,第 二 の 問題 点 につ い て考 察 し よ う。 建 設 中利 子 の 計 算 上 の問 題 点 は

建 設 中利 子 が複 利 に よ って計 算 され る こ とで あ る。 そ の結 果y建 設 期 間 が 長

期 化 すれ ば・AFUDCの 計 上 額 は膨 大 な もの にな っ て し ま う とい う構 造 的 な

問題 が 生 じる こ と にな る。

こ こで,連 邦 エ ネル ギ ー規 制 委 員 会(FederalEnergyRegulatoryCom -

mission)に よ っ て 提 示 さ れ て い る建 設 中 利 子 計 算 の た め の 利 率(Order

NO.561)を 掲 げ よ う。

A,=s(S/W)十d(D/D十P十C)(1-S/W)

Ae=[1-S/W][P(P/D十P十C)十c(C/D十P十C)]

こ こ に

A,;他 人資本利子率

A,;自 己資本利子率

S;短 期借入金(期 中平均残高)

s;短 期借入金の利率

D;長 期借入金(期 宋残高)

d;長 期借入金の利率

P;優 先株式(期 末残高)

P;優 先株式の配当率

C;普 通株式(期 末残高)

c;普 通株式の配当率

W;建 設仮勘定の期 中平均残高及び原子燃料の合計額

上式 か ら導か れ る利 率(Ai並 び にA。)を 投資額 に乗 じる こ とに よって建

設 中利子が算 出 され る。 この とき,Wに は前期以前 に算入 された建設 中利子

の額 が含 まれてい るため,結 果 として複利 で建 設 中利子 を計 算す る ことにな

っている。

建設期 間が短 い うちは複利計算 の影響 が少 ないが,建 設期間 が長期化 す る

につれて建設 中利 子の額 が膨 大 な もの にな る。 しか もy第 一 の問題 点 で指摘
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され るように,自 己資本利 子 は資金 の裏付 けのない収益(noncashcredit)

で あるた め,利 益が計上 され ていて も,資 金 は大幅 に不 足す る とい う事 態 を

招 く原因 にな る。

以上 の問題点 を簡単 な数値例 によって明 らか に しよう。 い ま,原 子力発電

所建設 のため に初期 投資 として20億 ドル必要 だ とす る。 そ して,そ の資金 を

10億 ドルの融資 と10億 ドル の増資 とに よって調達 した上 で,現 金 で支払 を行

う。 そ して,以 後 の資本投下 は行 われていない と仮定 す る。 なお,借 入総額

は,運 転 資本 を含 めて15億 ドルであ った。 この とき,借 入利 率,平 均資本 コ

ス トとも10%と す る と,次 の ような手 続で建設初年度 における建設仮 勘定 の

期末簿価 は22億 ドル となる。

まず,資 金 調達 と設備 投資が次 の仕訳 に よって明 らか にされ る(便 宜 的 に

100万 ドル単位 による仕訳 を行 う)。

(現 金)2,500

(建 設 仮 勘 定)Z,000

借

資

現

入

本

金)1,500

金)1,000

金)2,000

自己資本利子 及び他人資本利子 は,い ず れ も10億 ドル に10%を 乗 じた1億

ドル と計算 され るので,次 の仕訳 が行 われ る。

(建 設 仮 勘 定)200 健 設中利 子〈他人 資本利 子〉)100

(建設中利 子〈自己資本利子〉)100

なお,他 人資本利 子 については支払利 息か ら控 除 され るため,

(建設 中利子〈他人資本利子〉)100 (支 払 利 息)100

とい う仕 訳 が加 え られ る。 上述 の仕 訳 が 転 記 され た 主 要 な勘 定 を示 せ ぱ次 の

通 りで あ る。
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(単位;100万 ドル)建 設 仮 勘 定

現 金2,000

建 設中利 子〈他人資本利子>100

建設 中利 子〈自己資本利子>100

次 期

越繰前

金入借

繰

現

次

建設中利子〈自己資本利子〉

益1001建 設 仮 勘 定100

 

損

建設中利子〈他人資本利子〉

息100建 設 仮 勘 定100利

 

払支

利 息

建 設 仮 勘 定

損 益

 

払支

益損

息501建 設中利子〈自己資本利子>100

 

利払支

以上が第1年 度 に関す る仕訳 と主要 な勘定 であ るが,第2年 度 に も追加 投

資 は行 われ なか った場合 を仮定 しy会 計処理 を行 ってみ よう。借 入利率 ,平

均資本 コス トは共 に前期 と同 じで,借 入金 の返 済 もなか った とす る
。 この よ

うな前提 で計算 を行 うと}第2年 度 では工事 を何 も実施 しな くて も,建 設仮
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勘定 の期末簿価 は24.2億 ドル に増加 す るこ とが明 らか にされ る。す なわ ち,

建 設中利 子で は,初 年度 に繰 り入 れ られた建設 中利子 が反映 され,22億 ドル

に10%を 乗 じた2.2億 ドル と計算 され る。 ところで,他 人資本 利子 は借 入 金

(10億 ドル)に10%を 乗 じた1億 ドル と計 算 され るので,両 者 の差額 が 自己

資本利 子 にな る。以上か ら,第2年 度 には次 の ような仕訳 が行 われ る。

(建 設 仮 勘 定)220 (建設 中利子 〈他人 資本利 子〉)200

(建設 中利子〈自己資本利子>>120

なお,他 人資本利子 については初年度 と同様 に,支 払利 息か ら控除 され る。

(建設 中利子 〈他人資本利子 〉)100 (支 払 利 息)100

そ こで,上 記 の仕訳が転記 され た第2年 度 の主要な勘定 を示せ ば次 の通 り

であ る。

建 設 仮 勘 定(単 位;100万 ドル)

目【」 其月 繰 越2,200

建設 中利子〈他人資本利子>100

建設 中利子 〈自己資本利子>120

剛

∠
借 入 金

次 期 繰 越1,500現 金1,500

建設中利子く自己資本利子〉

損 益120 建 設 仮 勘 定120
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建設中利子〈他人資本利子〉

支 払 利 息100 建 設 仮 勘 定
_goo

支 払 利 息

損 益

goo

50

支 払 利 息50建 設中利子〈自己資本利子>120

この ようにして,一 度投 資 され た20億 ドルに係 る建設仮勘 定 は10%の 複利

で増 え続 け るので,こ れ以上何 もつ け加 えな くて も
,10年 経 て ば,約52億 ド

の
ル にふ くれ あが って しまう。 また,こ の建設仮勘定 残高 の増加 に伴 って 自己

資本利 子 も増加 し,10年 後 には約3.7億 ドル の 自己資本利 子が計 上 され る こ

とにな る。後述 の如 く・SFAS71号 の適用下 で は,自 己資本 利子 の計上 金額

が純利益を上回る麟 なケース槻 熟 こ存在 したので瀦 。

この ような会計 実践 の下で は,建 設 中 にお ける会社 の収 益 を実態以上 に良

い状 態 に見せ,場 合 によって は実質上 の赤字決算 を見掛 け上 の黒 字 にす るこ

とに もな る。 この よ うにSFAS71号 に は,建 設 期 間 の長期 化 に伴 って建 設

中利子 が報 告利益 を無制限 に増大 させ て しま うとい う構造 的 な問題 を含 んで

いた.し か も,こ の間,原 則 として料金へ の影響 もな1)漣 設原鵬 騰 の問

題 はプラ ン ト完成後 まで先送 りにされたの であ る。

IV.建 設中利子 に係 る改善策

SFAS71号 が 自己資本利子 の計上 を認 めた 当初 は,建 設期 間 の長期 化 は さ
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ほ ど深刻 な問題 として認識 されて いなか った。従 って,SFAS34号 に従 った

処理 と比 べて も,純 利 益 に与 える影響 は さして大 きな もので はない と考 えら
g}

れ ていた よ うであ る。

しか しなが ら,ス リー マ イ ル ・ア イ ラ ン ド原 子 力 発 電 所2号 炉 の事 故

(1979年3月)な どを契機 として建設期 間が大 幅 に長期 化 し,こ れ に よって

建 設原価 の高騰 を招 いた。 このた めs原 子力発電設備 の建設 中止 が相次 いだ。

また,た とえ原子力発電設備 が完成 して も料 金 に及 ぼす影響が大 きす ぎる こ

とか ら,規 制 当局 は増大 した 自己資本利子 を含 む建設原価 について電気料金

への転嫁 を認 めなか った。 そ して,こ の ような事態 によって,投 下資本 回収

の確実性 とい う自己資本利子計上 の前提 が崩れ て しまうケー スが多発 した の
10)

であ る。

この よ うに電 力産業 におけ る原子力発電設備 を巡 る経済環境 が変化 して し

まった ので,FASBはSFAS71号 に修正 を加 えた。 す なわち・SFAS90号 を

公 表 し,AFUDCの 計 上 は料 金 算定 上 にお いて これ を含 め る こ とが 確 実

(probable)な 場合 に限 る とい う制約 をつ け加 えたのであ る。

この修 正 に よ って,表2に 示 され るよ うに,(AFUDC/純 利 益)の 比 率

〈私営電 力の平均値 〉 は43.4%(1982年 及 び1983年)か ら26.0%(1987年),

11.2%(1990年)へ と激減 した。

この よ うにSFAS90号 はSFAS71号 の適 用 を制 限す る こ とに よっ て未 実

現利 益計上 の問題 を解決 した ように見 える。だが,こ の処方が真の問題解 決

になったのだ ろうか。 これ までの考察 におい て明 らか にされた通 り,そ もそ

も自己資本利子 とい う未実現利 益 を計上 す るこ と自体 に限界 があ ったので は

ないだ ろ うか。 もしそ うであ るな らば,未 実現利 益の計上 その もの を改め る

ことこそ,本 来採用 され るべ き措置 で あろ う。

そ こで,自 己資本利 子計 上時 に生 じる貸方項 目の属性 を変更 す るこ とが有

益 な改善 策 として提示 され る。す なわ ち,自 己資本利子計上 に伴 って生 じる

貸 方項 目につ いてはFASBは 配 当可能 な利 益の増 加 として認識 して きたが・
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表2各 年の建設中利子

年度 純利益(A) 建設中利子(B) $/A(%) 1株 当 りの

建設中利子

1968 $2,995,525 $274,728 9.2 $.22
1969 3,195,9fi1 442,878 12.6 .31
X970 3,407,525 5$$,40fi 17.3 .44
1971 2,851,995 82,044 28.5 .5?

1972 4,419,491 1,D68,682 24.2 .70

1973 4,985,767 1,237,263 24.8 .75
1974 5,297,452 1,530,601 28.9 .85

1975 6,198,264 1,fi45,0fi7 26.5 .83
1976 7,194,151 1,859.41 25.8 .84
1977 8,009,549 2,256,626 28.2 .93
1978 8,716,708 2,746,949 31.5 x.04
X979 9,477.81 3,59758s 38.0 x.26
i;'

10,675,977 4403,2s9 41.2 1.35
1981 12,708,097 5,245,212 41.3 1.49
1982 35,35.74$ 6,566,125 43.4 一

1983 17,fifi5,663 7,664,640 43.4 1.70
r・, X9,697,274 7,858,246 39.9 x.64

1985 18,704,91fi 7,937,929 42.4 1.so

1986 20,423.56 6,407,642 31.4 1.24
1987 19,024,731 4,940,777 2fi.0 .93
1988 16,041,707 2,877,007 17.9 .53
1989 i7,312,7fi1 2,344,066 13.5 .40

X990 16,897,166 1,894,446 11.2 .34

(注)建 設 中利子 には他人 資本利子 も含 まれ てい る。
(資 料)DOE,EIA,FinancialStatisticsofSelectedlnvestor -。weedElectric

Utilities,各 年 版 よ り作 成 。

これ を引当金 もし くは配 当不能 な剰余金 とす るな らば
,よ り明確 な企業 実態

の開示 が期待 され る。貸 方項 目を引 当金 として扱 う場 合 には
,そ の属性 は負

債 として認識す るこ とで,建 設仮勘 定 の評 価勘定 として機能 す る。 また,配

当不能 な剰余 金 として扱 う場合 には,貸 方項 目に収益 の属性 を もたせつつ
,

資金 の裏付 けを有 す る実現利 益 と区別 して配 当不能 な収 益 として取 り扱 われ
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る ことにな る。

以上 の ような措置 を講 じることに よって,設 備投資 に伴 う資金 コス トを認

識 しつっ,し か も,適 切 な会計情報 が提供 され る と期待 され るので ある。

V.お わ り に

本稿 で は建設 中利 子 につ いて,会 計 上の仕組 み並 びに問題点 を整理 し,会

計 上 の改善策 を提示 した。

巨額 の建設 中利子計上 は運 開後 にお ける料 金原価 の計 算上,設 備 の償 却費

負担 として反映 されy電 力会社 の規模が小 さけれ ば小 さい程,大 幅 な電気料

金の値 上 げが必要 にな る。 そ して,規 制 当局 はその ような大幅 な電力料金 の
11}

値上 げ を認可せ ず,段 階 的な料金値上 げな どの措 置 を とらざるを得 ない。

この ように,建 設 中利 子の計 上 には,単 に会計上 の問題 に止 まらず,料 金

政策 上の問題 を も多 く含 んで いる。今後,料 金原価 に対 す る影響分析等 につ

いて更 に進 んだ研究 を進 めたい と思 う。

注

1)SFAS34号 に よれば,一 般企業 において,通 常 の利子費 用 は当該会計 期間の

収 益 に対応 させ て期 間費 用 として処 理 され るが,特 定 の資産購 入 に要 す る利

子費用 は資産化 し,当 該資産 に よって稼 得 され る収益 に対応 させ て費 用化 さ

れ る。 ここに特定 の資産 とは次 の3種 類 に該 当す る資産 であ る。

(1)企 業 自身 が使 用 す るた めに建設 また は製作 され る資産(当 該企 業 が,建

設 また は製作 のた めに第三者 に支払 っている前渡金 を含 む)

(2)販 売 また は リー スのた めに個別 プ ロジ ェク ト(Discreteproject)と して,

建設 または製作 されてい る資産(例 えば船舶 や不動産 開発)

(3>持 分法適 用の投資(こ の投資 が適 格資産 で あ るた め には,被 投 資会 社 が

主た る営業活動 の準備 中で,活 動 に必 要 な資産 を取得 す るた め に資金 を使
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用 してい る場合 であ る)

また,資 産化 され る利子費 用の額 は次 式 によって算 出 され る。

適格 資産への支 出累計額 の期 中平均額 ×利 子率(資 産化率)

なお,SFAS34号 の一部 改訂 としてSFAS42号,SFAS58号,及 びSFAS62

号 の3種 類 の財務会計基準書 が公表 され ている。

2)JamesCook,"NuclearFollies",FORBES,February11,1.985,p.94

3)企 業 会計原則 と関係 諸法令 との調整 に関 す る連 続 意見 書(昭 和35年6月22

日大蔵省企業会計審議会 中間報 告)第 三 「有形 固定 資産 の減 価償却 につい て」

に よれば,「 固定 資産 を自家建 設 した場合 には,適 正 な原価 計算基 準 に従 って

製造 原価 を計 算 し,こ れ に基 づ いた取 得原価 を計算 す る。建 設 に要 す る借 入

資本 の利子 で稼働 前 の期 間 に属 す る もの は,こ れ を取得原価 に算 入 す る こ と

がで きる」 と規 定 され てい る。 しか しなが ら,自 家建 設 以外 に よ る固定 資産

の取得,す なわ ち購 入 ・現物 出資 ・交換 ・贈与 の場 合 に は,建 設 中利 子 の資

産計上 は許 容 され ていない。

また,宅 地 の造成分 譲 ・集 団住宅 の分譲 ・市街地 並 び に地域 の再 開発 等 を

行 う不 動産 開発事 業 に対 して は,た な卸資 産 に計上 され る取得価 額 に支 払利

子の算入を認めることが 日本公認会計士協傘業種別監査研究部会か ら公表 さ

れ てい る。

す なわち,「 不動産 開発事業 を行 う場 合 の支払利子 の監査上 の取扱 いについ

て」(昭 和49年8月20日)に よれ ば,「 不動 産 開発事 業 の よ うに,各 プ ロ ジェ

ク ト毎 に特 別の資金 調達 が行 わ れ,開 発工事等 の支 出金 と支 払利 子 との 間 に

密接 な因果 関係 が ある場 合 は,通 常 のた な卸 資産 の取 得形 態 とは その類型 を

異 にす る もの と考 えるべ きで あ る。 … この ような特殊 な場合 の支 払利 子 につ

いて は,そ の原価 算入 を容認 して も差支 えない もの と思 われ る。」 とした うえ

で,次 の7要 件 を全 て備 えて い る場 合 に は,原 価 に算入 す る処理 も認 め られ

る と規 定 してい る。

す なわち,第 一 に所 要資金 が特別 の借入金 に よって調達 され てい る こ と,

第 二 に適 用 され る利率 は一般 的 に妥 当 な もので あ る ことy第 三 に原 価算 入 の

終期 は開発 の完 了 まで とす る こと,第 四 に正 当 な開発期 間 の支 払利 子 で あ る

こと,第 五 に開発 の着手 か ら完了 まで に相 当の長 期間 を要 す る もの で,か つ,

その金 額 の重要 な もの であ る こ と,第 六 に財務 諸表 に原価算 入 の処理 につ い

て具体 的 に注記す る こ と,そ して第七 に継続性 を条件 として みだ りに処理 方
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法 を変 更 しな い こ と,で あ る。

4)ピ ー ク ロー ド時 の供 給 余 力 を 示 す 指標(reservemargin>は1988年 に は約

20%ま で 落 ち 込 ん で お り,安 定 供 給 の た め に最 低 必 要 だ と され る17%を か ろ

う じて上 回 る にす ぎな い こ とが 報 告 され て い る(J.0.SillinandJ.P.Jack-

son,"NuclearGeneratingCompanies:aframeworkforrevivingnuclear

power",PublicUtilityFortnightly,1989.11.23,p.23)。 それ に よれ ば,ニ ュ

ー イ ン グ ラ ン ド
,ロ ング ア イ ラ ン ド,ペ ン シル バ ニ ア ・ニ ュー ジ ャ ー ジ ー ・

メ リー ラ ン ド電 力 プ ー ル,バ ー ジニ ア,南 北 カ リ フ ォル ニ ア,フ ロ リダ の 各

地 区 で は リザ ー ブ ・マ ー ジ ンが17%を 割 って お り,停 電 が頻 発 してい る。

5)Cook,off.cit.,p.$3.

6)St.Lucie2号 発 電 所(FloridaPower&Light社 所 有)の プ ロ ジ ェ ク ト ・

マ ネ ジ ャーWilliamDerricksonは,「 利 子 費 用 は3億 ドル に の ぼ っ て お り,

あ と2～3年 建 設 期 間 が 延 び た 場 合,何 も仕 様 を変 更 しな くて も,お そ ら く

総 額,数10億 ドル の 利 子 費 用 が 資 産 化 され た だ ろ う」 と語 っ て い る。(Cook,

Ibid.,p.94)

7)た と えば,純 利 益 に対 す る建 設 中利 子 の割 合 が,LongIslandLightingCo.

で ほ ぼ100%,KansasGas&ElectricCo.で は113%,更 にPublicServiceof

NewHampshireCo.で は126%で あ っ た こ とが 報 告 さ れ て い る。(Cook ,

Ibid.,p.94)

8)ア メ リカで は,1970年 代 以 降,多 くの 公 益 事 業 委 員 会 が 建 設 仮 勘 定 の50%

を レ ー トベ ー ス に算 入 す る こ とを許 容 して い るが,建 設 中利 子 に よ る未 実 現

利 益 計 上 と建 設 仮 勘 定 の レー トベ ー ス 算 入 と を併 用 す る こ とは二 重 に 恩典 を

享 受 す る(adoublereturnonplantinvestment)こ とにな るた め,ど ち らか

を選 択 さ せ る措 置 を必 ず 採 用 して い る。(RobertL.Hahne&GregoryE.

Aliff,AccountingforPublicUtillities,MatthewBender,1989.§4 ,04[4])

9)FAS71号 付録C"結 論 の根 拠"83節 参 照 。

10)最 近 で は,1990年4月 にCommonwealthEdisonCompanyが12 .31億 ドル

の料 金 の 値 上 申請 を行 っ た が,そ の うち7億 ドル が1991年3月8日 に州 の 規

制 委 員 会 に よっ て却 下 され,値 上 申請 が7.502億 ドル に縮 小 され た 例 が あ る。

値 上 申 請 の う ち7億 ドル は,同 社 の 所 有 す るバ イ ロ ン2号 及 び ブ レ イ ドウ ッ

ド1,2号 の原 子 力 発 電 所 建 設 に お い て,工 事 の 遅 延 と,そ れ に伴 う財 務 費 用

の 負 担 増 に起 因 す る とし て,総 括 原価 へ の 算 入 が 認 め られ な か った 。 な お,
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この事 例 に 関 して は,1991年12月16日 に イ リノ イ最 高 裁 判 所 に よ っ て,同 年

3月 に下 され た規 制 委 員 会 の決 定 が破 棄 され て い る("ReviewofCurrrent

Cases",PublicUtilityFortnightly,February15,1992,p.4930

11)急 激 な 値 上 げ が 必 要 な ケ ー ス は レ ー ト ・シ ョ ッ ク と 呼 ば れ て い る

(LeonardS.Hyman,America'sElectricUtilities:Past,PresentandFuture,

PublicUtilitiesReports,Inc.1992.p.230,も し くは,Hahne&Aliff,op.

eit.,§12.04[1])こ の レ ー ト ・シ ョッ ク をや わ らげ るた め の措 置 が 段 階 的 料 金

値 上 の シス テ ム で あ る。1987年8月 に発 効 され たSFAS92号 は段 階 的 料 金 値

上 げ の会 計 処 理 を定 め た基 準 で あ る。SFAS92号 は,建 設 原 価 の高 い プ ラ ン ト

の稼 働 を原 因 とす る料 金 値 上 げ 申請 が あ っ て も,運 開 時 に一 挙 に レ ー トベ ー

ス へ 算 入 せ ず に,10年 以 内 の期 間 で 段 階 的 に料 金 の値 上 げ を認 め,料 金 の 期

間 的 な 平 準 化 を は か る こ とを 明 らか に し て い る。 だ が,こ の こ と は,た とえ

原 子 力 発 電 プ ラ ン トが 運 開 して も,設 備 投 資 額 を電 気 料 金 で 早 期 に 回 収 す る

こ とが で きず,従 って,電 力 会 社 に よ っ て は新 た な運 転 資 金 不 足 の 原 因 に な

って い る。
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